
 

Ｑ ワーキングホリデ―中の外国人を雇用しようと思っておりますが注意点を教えてください。 

 

Ａ 外国人を雇用しようとする場合、「在留カード」で在留資格を確認し、就労資格があるかどうか

在留期限を確認します。ワーキングホリデーで日本に滞在する外国人の在留資格は「特定活

動」で、在留期限は基本的に１年間です。 

また在留カードだけではワーキングホリデーかどうかの確認ができませんので、パスポートに

添付された「指定書」で確認をする必要があります。 

ワーキングホリデ―の場合、風俗営業または風俗関連営業が営まれる営業所では働くことは

できませんが、それ以外の業種では労働時間の制限なく就労ができます。 

 

 

適用される社会保険については、次のとおりです。 

① 厚生年金・健康保険について 

正社員の４分の３以上の所定日数と時間数を満たした場合（特定適用事業所は週 20 時

間以上等）、加入が必要です。 

なお、外国人の場合、厚生年金は６カ月以上の加入で脱退一時金を受けられる場合が、 

あります。 

 

② 労災保険について 

業務災害・通勤災害とも適用になります。 

  

③ 雇用保険について 

 ワーキングホリデー制度が一定期間休暇を過ごす活動とその間の旅行資金を補うための

就労を相互に認める制度のため、加入することができません。  

雇用保険以外は、日本人と同じ基準で適用になりますので、基準を満たした場合は、しか

るべき手続きが必要になります。 

～ワーキングホリデーの外国人採用～ 



 



 

 



 
 

東京都発行：「外国人労働保険雇用マニュアル」より抜粋


